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※費用の明示がないものは無料

新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

国 民 健 康 保 険
高齢受給者証をお送りします

　国民健康保険に加入している70〜74歳の方の
世帯主へ、７月19日㈫に、８月から有効の高齢
受給者証を普通郵便でお送りします。令和３年
中の所得により、負担割合が変わる場合があり
ます。詳しくは、同封するお知らせをご覧くだ
さい。
▶問＝国保年金課国保資格係☎3579−2406

国民年金
任意加入できます
海外に居住している方
　日本国籍の方であれば、65歳までの間、任意
加入できます。この場合、保険料支払いの協力
者（国内の親族など）が必要です。※協力者がい
ない場合は、板橋年金事務所でのみ加入手続き
可。※一時帰国などで国内に住所設定した場合
は、転入した区市町村で強制加入（第１号被保
険者）の手続きが必要。再出国する場合は、任
意加入の再手続きが必要。
▶申込＝直接、国保年金課国民年金係または各
区民事務所
60歳以上の方
　60歳の時点で受給資格がない方や、受給資格
があっても老齢基礎年金の増額を希望する方
は、加入手続きをした月から65歳到達月の前月
まで、任意加入できます。※満額受給できる方
を除く。
▶申込＝直接、国保年金課国民年金係

[いずれも]
▶持物＝本人確認書類（マイナンバーカード・
運転免許証など）、年金手帳または基礎年金番
号がわかるもの、預（貯）金通帳・金融機関の届
出印（口座振替の方）、クレジットカード（クレ
ジットカード納付の方）※別世帯の代理人は委
任状・代理人の本人確認書類が必要※支払方法
は原則、口座振替。※昭和40年４月１日以前に
生まれ、65歳の時点で受給資格が得られない方
は、70歳到達月の前月までの間で、受給資格が
得られるまで任意加入可。※保険料の支払状況
などにより、受給資格
を得られない場合あり。 
▶問＝板橋区国保年金
課国民年金係（区役所
２階㉕窓口）☎3579−
2431、板橋年金事務所
☎3962−1481

お知らせ
「舟渡四丁目南地区」都市計画案の
縦覧・意見書の提出

　区内在住の方、利害関係がある方は、意見書
を提出できます。
▶内容＝🅐地区計画🅑高度利用地区・高度地区
▶対象区域＝舟渡四丁目▶面積＝🅐約12.6ha🅑
約9.1ha▶縦覧・意見書の提出期間＝７月４日
㈪〜19日㈫▶縦覧場所・意見書の提出先・問＝
直接または郵送で、都市計画課都市計画係（区
役所５階⑮窓口、〒173−8501）☎3579−2552

友好交流都市・石川県金沢市の
「氷室の雪氷」を展示します
▶とき＝７月５日㈫10時30分〜16時▶ところ＝
区役所（正面玄関）▶
内容＝金沢の奥座敷
・湯涌温泉の「氷室
の雪氷」▶問＝くら
しと観光課観光振興
係☎3579−2251

国際交流事業に助成します
▶対象＝国際交流・相互理解の促進を目的とし
て８月〜11月に実施し、１週間以内で完了する
事業▶助成金額＝対象事業費の２分の１（１団
体につき年間上限20万円）※助成の可否・金額
は審査のうえ決定▶募集要項などの配布場所＝
（公財）板橋区文化・国際交流財団（区役所８階
⑬窓口）、同財団ホームページ、いたばし総合
ボランティアセンター▶申込・問＝８月15日
（必着）まで、必要書類を直接または郵送で、同
財団（〒173−8501）☎3579−2015

就学奨励制度をご利用ください
　次の対象者に、学用品費・給食費などの一部
を援助します。
▶対象＝区内在住で、区立小・中学校の特別支
援学級に在籍または通級しているお子さんがい
る方※都立特別支援学校の通学者は対象外※所
得に応じて支給項目を決定※希望する場合は、
通学校（通級の場合は在籍校）にお申し込みくだ
さい。※通常学級の在籍者、区外の小・中学校
の特別支援学級に在
籍または通級してい
る方で、援助を希望
する場合は、お問い
合わせください。▶
問＝学務課学事係☎
3579−2611

区ゆかりのアーティストの
活動経費を助成します
▶募集数＝150件（申込順）※対象・助成金額・
申請方法など詳しくは、（公財）板橋区文化・国
際交流財団ホームページをご覧ください。▶問
＝同財団（区立文化会館内）☎3579−3130

経営安定化特別融資の対象を
拡大しました
▶対象＝原油価格・物価の高騰で業況悪化して
いる、または悪化が見込まれる区内中小企業・
小規模事業者※融資条件・申請方法など詳しく
は、区ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。▶問＝産業振興課経済対策係☎
3579−2172

募　集
情報公開及び個人情報保護審議会
区民委員
▶募集人数＝１人▶任期＝12月から２年間▶対
象＝令和４年12月１日時点で、区内在住の18歳
以上で、平日昼間に区役所で行う会議（年３回
程度）に出席できる方▶選考＝書類・作文▶応
募用紙の配布場所＝区ホームページ▶申込・問
＝８月１日〜26日（必着）に、応募用紙・作文「情
報公開と個人情報に関する意見や考え」（1000字
程度）を直接または郵送で、区政情報課個人情
報保護係（区役所１階⑦窓口、〒173−8501）☎
3579−2020

区民と区長との懇談会
(志村坂上地区)の参加者
▶とき＝10月31日㈪14時〜15時▶ところ＝志村
坂上地域センター▶内容＝地域の課題・区政に
関する意見交換▶対象＝同センター担当地域
（小豆沢・志村・東坂下一丁目・坂下一丁目（27
・29〜41番を除く））に在住の方▶募集人数＝🅐
発言者…３人（書類選考）🅑傍聴者…５人（申込
順）▶申込・問＝🅐７月19日（必着）まで直接ま
たは郵送・Ｅメールで、🅑７月４日㈪朝９時か
ら電話で、広聴広報課広聴係（区役所４階㉓窓
口）☎3579−2024 kkouho@city.itabashi. 
tokyo.jp※🅐は当日発言したい内容１件（800字
以内）と、別紙に申込記入例（６面）の項目を明記。

区立図書館を管理・運営する
指定管理者
▶期間＝来年４月から５年間▶選定＝プロポー
ザル方式▶公募要領の配布場所＝７月14日㈭17
時まで、区立図書館ホームページ▶申込・問＝
８月１日㈪17時まで、必要書類を直接、中央図
書館☎6281−0291〈第２月曜・月末日休館。ただ
し７月31日㈰は開館し８月１日㈪休館〉※申込
予定の事業者は、説明会にご参加ください。申
込方法など詳しくは、公募要領をご覧ください。

自転車駐車場を管理・運営する
指定管理者
▶期間＝来年４月から５年間▶選定＝プロポー
ザル方式※申込方法など詳しくは、募集要項を
ご覧ください。▶募
集要項の配布場所＝
区ホームページ▶問
＝土木計画・交通安
全課交通安全係☎
3579−2513

男女社会参画課男女平等推進係☎3579−2486問　合後期高齢者医療被保険者証
をお送りします

後期高齢医療制度課資格給付係☎3579−2373問　合

　８月から有効の被保険者証を、７月中旬か
ら順次、簡易書留でお送りします。10月の法
改正により、自己負担割合が変更になる場合
があるため、今回お送りする被保険者証の有
効期限は９月30日㈮です。10月から有効の被
保険者証は、９月中旬から順次、簡易書留で
お送りします。現在の被保険者証は、８月以
降に破棄してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証、
限度額適用認定証をお持ちの方へ

　認定証の交付を受けたことがある方で、令
和４年度の対象となる場合は、７月19日㈫に、 
新しい認定証を普通郵便でお送りします。現
在の認定証は、８月以降に破棄してください。


